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実績評価書

平成１９年８月

評価の対象となる施策目標 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進す
ること等により、より質の高い福祉サービスを提供するこ
と

１．政策体系上の位置付け等

基本目標 Ⅶ 利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること

施策目標 ２ 福祉サービスを支える人材養成、利用者保護等の基盤整備を図
ること

施策目標 ２－１ 社会福祉に関する事業に従事する人材の養成
確保を推進すること等により、より質の高い
福祉サービスを提供すること

個別目標１ 質の高い福祉サービスを提供する為の基盤を整備すること

（主な事務事業）
・社会福祉士及び介護福祉士の養成推進
・福利厚生センター運営事業

個別目標２ 福祉サービスの第三者評価を普及すること

（主な事務事業）
・福祉サービスの質の向上の為の措置の援助

施策の概要（目的・根拠法令等）
１目的等

より質の高い福祉サービスを提供するため、社会福祉に関する専門性を持った人材の
養成、福利厚生の充実等による社会福祉事業従事者の確保、福祉サービスの質の向上の
ための措置の援助等を行う。

２根拠法令等
○社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３０号）
○福祉サービス第三者評価事業に関する指針について（平成１６年５月７日雇児発第

０５０７００１、社援発第０５０７００１号、老発第０５０７００１号）
○「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針 （平」

成５年厚生省告示第１１６号）
等

主管部局・課室 社会・援護局福祉基盤課
関係部局・課室

２．現状分析
近年、少子・高齢化の進展により福祉人材への期待が高まってきている。特に介護保

険制度の見直しや障害者自立支援法の制定等に伴い、多様化・高度化する介護・福祉ニ
ーズに対応するための高い倫理と技術を修得した人材が求められており、その中核的役
割を担うものとして、介護福祉士・社会福祉士を養成し、その資質の確保・向上を図る
ことが必要である。

また、介護保険制度の見直し、障害者自立支援法の制定等、福祉サービスの利用に係
る制度改正が行われた中で、引き続き、福祉サービスの質の向上と利用者保護が重要と
なっているが、このような状況の中で、福祉サービス第三者評価事業については、平成
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１６年５月７日に発出した「福祉サービスの第三者評価事業に関する指針について（通
知 」に基づき、各都道府県等において事業の実施体制の整備に向けた取組が行われて）
いる。

３．施策目標に関する評価

施策目標に係る指標
（達成水準／達成時期）

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 社会福祉施設等で介護業務に従事 － 35.5 － 37.2 集計中

する者のうち、介護福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）

２ 社会福祉施設等で相談業務に従事 － 12.5 － 11.1 集計中
する者のうち、社会福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）

３ 第三者評価受審件数（単位：件） － － 60 320 833
（前年度以上／毎年度）

（調査名・資料出所、備考）
・指標１及び２は 「社会福祉施設等調査報告 （大臣官房統計情報部調べ）及び「介、 」

護サービス施設・事業所調査 （大臣官房統計情報部調べ）によるものであり、毎年」
１０月１日現在の数値である。

・指標１及び２は、平成１４年度及び１６年度の数値を取っていない。
・指標１及び２は、平成１８年度の数値は集計中であり、平成２０年１月を目途に公表

予定。
・指標２は、基となる統計の集計方法を変更したため、平成１５年度と平成１７年度で

は、対象とする「社会福祉施設等で相談業務に従事する者」の範囲が異なる。具体的
には、平成１５年度においては、施設長、生活指導員及び医療ソーシャルワーカーと
し、平成１７年度においては、施設長、生活指導員、生活支援員、職業指導員、作業
指導員、児童指導員、児童自立支援専門員及び児童生活支援員としている。

・指標３は、全国社会福祉協議会調べによる。なお、本指標は、平成１６年５月７日付
けで発出した「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」に基づき実施し
ている事業に関する数値であるため、平成１６年度から数値を記載しているものであ
る。

施策目標の評価
介護福祉士・社会福祉士の養成及び定着促進、福祉サービスの質の向上及び利用者保

護に資する取り組み等を推進した結果、介護業務に従事する者のうち介護福祉士有資格
者割合及び第三者評価受審件数は着実に増加しており、相談業務に従事する者のうち社
会福祉士有資格者割合については、平成１５年度と平成１７年度では、指標の対象とす
る相談業務に従事する者の範囲が一部異なるため、単純に比較することができず、今後
の状況を注視する必要があるものの、総体的には、質の高い福祉サービスを提供するこ
とについて一定の進展があったと評価できる。
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４．個別目標に関する評価
個別目標１

質の高い福祉サービスを提供する為の基盤を整備すること

個別目標に係る指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期） Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 社会福祉施設等で介護業務に従事 － 35.5 － 37.2 集計中

する者のうち、介護福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）
※施策目標に係る指標１と同じ。

２ 社会福祉施設等で相談業務に従事 － 12.5 － 11.1 集計中
する者のうち、社会福祉士有資格
者割合（単位：％）
（前年度以上／毎年度）
※施策目標に係る指標２と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１及び２は 「社会福祉施設等調査報告 （大臣官房統計情報部調べ）及び「介、 」

護サービス施設・事業所調査 （大臣官房統計情報部調べ）によるものであり、毎年」
１０月１日現在の数値である。

・指標１及び２は、平成１４年度及び１６年度の数値を取っていない。
・指標１及び２は、平成１８年度の数値は集計中であり、平成２０年１月を目途に公表

予定。
・指標２は、基となる統計の集計方法を変更したため、平成１５年度と平成１７年度で

は、対象とする「社会福祉施設等で相談業務に従事する者」の範囲が異なる。具体的
には、平成１５年度においては、施設長、生活指導員及び医療ソーシャルワーカーと
し、平成１７年度においては、施設長、生活指導員、生活支援員、職業指導員、作業
指導員、児童指導員、児童自立支援専門員及び児童生活支援員としている。

個別目標１に関する評価（主に有効性及び効率性の観点から）
介護福祉士の着実な養成及び定着促進のための福利厚生の充実等に取り組んだことに

、 、 、 ．より 介護業務に従事する者のうち 介護福祉士有資格者割合は 平成１５年度の３５
５％から平成１７年度の３７．２％へと増加しており、質の高い福祉サービスを提供す
る基盤の整備に関して有効性が認められる。

なお、相談援助の業務に従事する者のうち、社会福祉士有資格者割合は、平成１５年
度の１２．５％から平成１７年度の１１．１％へと若干の減少となっているが、平成１
５年度と平成１７年度とでは、指標の対象とする相談業務に従事する者の範囲が一部異
なるため、単純に比較することができず、今後の状況を注視する必要がある。

今後は社会福祉士の資格取得方法や教育内容の見直しによる実践力のある社会福祉士
の養成などの措置を通じ、相談援助の現場における社会福祉士の定着促進を図って参り
たいと考えている。

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
事務事業名 社会福祉士及び介護福祉士の養成推進
平成18年度 209百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、厚生保険特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

概要：必要な知識・技術を備えた社会福祉士及び介護福祉士を養成するための教育内
容、基準等の設定、養成施設の指導・監督、社会福祉士及び介護福祉士に必要
な知識・技能を備えているかを確認するための試験の実施等の事業を行う。

事務事業名 福利厚生センター運営事業
平成18年度 163 百万円（補助割合：[国10／10]）
予 算 額 一般会計、厚生保険特会、労働保険特会、その他（ ）
実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）

都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
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その他（ ）
概要：福利厚生センターは、福祉・介護サービス分野の多くを占める小規模事業者が

単独で取り組むことの難しい福利厚生事業の充実を、全国規模で共同化するこ
とにより、福祉・介護サービス分野における人材に対する福利厚生の向上を図
る。

具体的な事業としては、健康支援事業として生活習慣病予防検診費用助成、
会員に対する健康生活用品の給付、生活支援事業として永年勤続記念品の贈呈

、 、 。等 また 余暇支援事業としてクラブ・サークル活動支援事業等の事業を行う
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個別目標２
福祉サービスの第三者評価を普及すること

個別目標に係る指標
アウトプット指標

（達成水準／達成時期） Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８
１ 第三者評価受審件数（単位：件） － － 60 321 833

（前年度以上／毎年度）
※施策目標に係る指標３と同じ。

（調査名・資料出所、備考）
・指標１は、全国社会福祉協議会調べによる。なお、本指標は、平成１６年５月７日付

けで発出した「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」に基づき実施し
ている事業に関する数値であるため、平成１６年度から数値を記載しているものであ
る。

個別目標２に関する評価（主に有効性及び効率性の観点から）
各都道府県における第三者評価事業の普及・啓発等に対する補助や、第三者評価事業

関係者による全国会議での協力要請などを行った結果、受審件数は着実な伸びを示して
おり、福祉サービスの第三者評価事業の普及に対して有効性が認められる。

また、第三者評価事業については、国が新たに第三者評価機関を立ち上げるのではな
く、民間の第三者評価機関が都道府県推進組織の認証を受け、民間のノウハウを活用す
るなどして、効率的に評価を実施している。

施策目標・個別目標を達成するための主な事務事業の概要
事務事業名 福祉サービスの質の向上の為の措置の援助
平成18年度 セーフティネット支援対策等事業費補助金15,000百万円の内数
予 算 額 （補助割合：[国１／２][都道府県１／２]）

一般会計、厚生保険特会、労働保険特会、その他（ ）

実 施 主 体 本省、厚生局、労働局（監督署、安定所、均等室 、検疫所）
都道府県、市区町村、独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（都道府県社会福祉協議会又は都道府県が適当と認める団体）

概要：福祉サービス第三者評価事業として 「都道府県等が開催する第三者評価推進、
関係者会議に要する経費」及び「都道府県等が実施する先駆的事業者活用事業
に要する経費」を都道府県に補助する。

第三者評価推進関係者会議においては、福祉サービスの利用者（家族 、事）
業者、都道府県推進組織、評価機関、行政等の関係者による第三者評価制度に
関する推進会議の開催、第三者評価制度の普及・啓発及び改善に資する事業を
行う。

、 、 、 、また 先駆的事業者活用事業においては 第三者評価の仕組み 受審の意義
評価方法、結果の活用方法（先駆的事業者の事例報告）等について研修等を実
施し、第三者評価の受審を推進するほか、第三者評価の受審誘導及び質の向上
に資する事業を行う。
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５．評価結果の分類
評価結果は、施策目標の達成状況を原則として、個別目標の達成状況を踏まえつつ、

総合的に判断して分類

１ 施策目標を達成した

② 施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける

３ 施策目標の達成に向けた見直しを検討する
ⅰ 組織体制の見直しの検討
ⅱ 予算の見直しの検討
ⅲ 事務事業の新設の検討
ⅳ その他（ ）

４ 施策目標・個別目標の達成水準の見直しを検討する

６．特記事項
①国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

なし。
②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし。
③総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の状況

なし。
④会計検査院による指摘

なし。
⑤学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし。

７．本評価書に関連する他の実績評価書
なし。


